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１．はじめに

　今年（2012年）は、オリンピックがロンドンで開催されました。印象に
残った場面はいろいろありますが、本テーマに関連づけるなら、レスリン
グ吉田沙保里選手が優勝直後にした監督への喜びのタックル、金メダル一
番のりの柔道松本薫選手の野性的なあの顔、加えてメダル授与式での男性
アシスタントをあげることができます。
　なぜかと言うと、近代オリンピックの創始者クーベルタン男爵の言葉で
あり精神でもある「真の五輪勇者は男性だ。女性は、自らを公の場で見せ
物にしない限り、スポーツを行うなとは言わないが、女性の主たる役割 
は、勝者に冠を授けることであるべきだ」1）に見事に反しているからです。
クーベルタンは、男はこうあるべきだ、女はこうあるべきだという規範に
従って、近代オリンピックを創設していったわけです。そして、オリンピッ
クは近代スポーツのシンボルとなり、第１回1896年より戦争で中断はあり
ましたが、繁栄し存続しています。
　近代スポーツは、19世紀、イギリスで誕生します。大英帝国として発展
していった当時、社会全体が文明化し近代化していく過程でスポーツ自身
も文明化されていきます。言い換えれば、スポーツとは、「競争の非暴力
モデル」2）であったのです。そして、スポーツの文明化に場を提供したの
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はパブリックスクールであり、スポーツはジェントルマン教育として重
要視されました。教義の中心は、壮健な身体、男らしさ、公正、勇気、忍
耐、自制、規律、協同、集団的規律を養うのに有用だと考えられたアスレ
ティシズムです。フェアプレイの精神、スポーツマンシップと言われるも
のです。ジェントルマン教育としてチームスポーツが奨励されたのは、大
英帝国の統治者としてふさわしい精神や行動が培われると期待されたから
です。
　近代スポーツの特徴の中で代表的なものは、競技性、国際性、組織性、
そして、本日のテーマに関わってくる平等性があげられます。平等性をス
ポーツの現場でどのように担保するかと言いますと、性別、体重別、障害
によるクラス別等があります。性別に関しては、殆どの競技において男子
種目、女子種目と分かれています。しかし、男性と女性に二分割すること
は可能なのでしょうか。
　ここまでの話で確認しておきたいことは、近代スポーツが男性たちに
よって生み出され、形作られ、そして平等性、公平性を確保するために性
別に実施されてきたことです。
　もちろん、ここで扱う性別は、セックスと言われる身体の性を指してお
り、次に述べるスポーツにおける性の分離基準の変遷は、身体の性をどの
ように二分割してきたかについての話です。

２．性別確認検査

（1）重要な事例
　まず、性別確認検査3）導入の背景として、Wamsley 4）の文献に掲載さ
れている事例を紹介します。

•Stanislava Walasiewics（Stella Walsh）：1932年ロサンゼルス五輪陸
上100ｍ金メダリスト。1980年強盗事件で殺され、検視の結果、外性
器が曖昧と判明。おそらく、アンドロゲン無反応症であろう。1980年
代にメディアが男性であると告発し、男性が女性と偽って国際大会に
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出場する論争が再燃する。インターセックス5）の人々が理解されて
いないことを示す例であり、彼女は未だにカナダ放送協会のスポーツ
ワースト詐欺師トップテンにはいっている。

•Hermann Ratjen（Dora Ratjen）：女性と偽って五輪に出場した唯一
の報告。彼はナチスによって走り高跳びに出場することを３年間強い
られたと主張。いくつかのインターネットでは、インターセックスで
あったと報じている。

•Zdenka Koubkova：1930年代の800ｍ走者。のちに手術をして男性に
なると報じられているが、そのサイトは確証されていない。

•Mary Edith Louise Weston：砲丸投げ＆槍投げ。1937年、Mark Weston
になる。

•Claire Bresolles & Lea Caula：1946年ヨーロッパ選手権大会400ｍ
リレー銀メダルのメンバー。のち、二人とも男性として生活する。
Pierre Bresolles & Leon Caurla。そのサイトは確証されていない。

•Eva Klobukowska：染色体テストにおいてひっかかった最初の選手。
1967年に失格、1964年東京五輪のメダルを剥奪され、公になり屈辱を
与えられる。

•Tamara & Irina Press：ソビエトのトラック＆フィールド選手で、
1966年ヨーロッパカップでのセックステスト前に引退。アメリカ社会
では東側のトレーニングとペテンによる怪物として報告されている。

•Erika Schineggar：インターセックスの選手。Erikaは1968年グルノー
ブル五輪前のセックステストでひっかかり、出場しないように求めら
れる。自らの意志で1966年ワールドカップスキーのメダルを返上し、
その後手術を行った。

•Maria Jose Martinez Patino：1985年ユニバーシアード大会のセック
ステストにひっかかったハードル選手。大会側は傷害と偽るように説
得するが、彼女はそれを拒み、失格となる。公衆にさらされ屈辱を受
け、厳しい国際的な監視にさらされる。アンドロゲン不応症であるこ
とが明らかになり、２年半後に地位を回復した。
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　最後のマリア・パティノは、スペインの大学で体育関係の教授をしてい
る人です6）。
　性別確認検査は、1930年代、陸上競技の有名選手の性別に疑惑がもたれ
たことに端を発し始まりました。アンドロゲン不応症については、後述し
ます。

（2）社会的政治的背景
　第一次世界大戦後のナショナリズムのもと、スポーツが国威発揚のツー
ルとなり、メダル獲得争いによって、自国の力を発揮するという世界的な
潮流が起こります。これが、政治的な背景の一つにあります。
　また、1928年のアムステルダム五輪において、陸上が女性競技に採用さ
れ、エリートスポーツに多数の女性が参加するようになってきます。日本
でも、人見絹枝選手が活躍します。これまでのオリンピックでの女性競技
は、テニス、ゴルフ、水泳、フェンシング、冬季のフィギュアスケートで
あり、これらは、いわゆる女らしさに反しないスポーツとして推奨、許容
されていたものです。それに対し、私たちも陸上をしたいと言う女性たち
の運動の結果として、実際にはいろいろな曲折があり、種目も限定される
わけですが、1928年アムステルダム五輪から陸上競技が採用されます。そ
うなれば女性たちも激しいトレーニングをするようになります。これも政
治的社会的な背景です。
　ちなみに、この大会の陸上女子800ｍで、９人中６人がゴール後に倒れ
たと言う誤報がメディアに流れます。IOC（国際オリンピック委員会）は
分かっていたはずなのに、その誤報を打ち消さなかったのです。それで、
800ｍは女性には危険すぎる、激しすぎるということで、32年後、1960年
のローマ五輪で復活するまで除外されます7）。これもスポーツが、その時
代の社会を反映する一方、その後の文化醸成に多大な影響を及ぼしてきた
ことを示す好材料です。
　最後に取り上げるのは、冷戦時代です。ソ連を中心とする東欧諸国とア
メリカを中心とする西欧諸国間で、軍事、経済、政治、文化、あらゆる場
面で競争が激化していきます。もちろん、その影響がスポーツ界にも及び、
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東西でメダル争いが激化していきました。当然、トレーニングの強度も増
すわけであり、女らしさに拘泥しておられなくなってきます。加えて、国
家総動員体制で、スポーツ医科学を研究し、選手強化に取り組みます。そ
んな中で、西側諸国から旧ソ連圏の選手に対し、ドーピングをしているの
ではないか。つまり、男性ホルモンを経口しているのではないか。本人は
知らなくても、させているのではないか。あるいは、もしかして男ではな
いかと、「性別疑惑」が生じてきます。このような背景のもと、女性確認
の検査とドーピングの禁止規程が政治的に同時に導入されました。
　これらについては、「冷戦という時代背景を利用して、男勝りな活躍を
する女性に対して男性中心主義的な難癖を付けることが、当時は容易だっ
たのではないか」と言う解釈もあります8）。

（3）性別確認検査の歴史
　ここでは、性別確認検査の歴史を、日本陸連医事委員で埼玉医大の難波
聡産婦人科医の講演9）および結城和香子著『オリンピック物語』10）にそっ
て紹介します。

•1948年　英国女性アマチュア選手協会：医師による女性証明が必要と
決定。これが、最初の女性証明検査。

•1966年　陸上欧州選手権（ブタペスト）：３人の女性医師の前で外性
器を見せる。女性選手は全裸になることを求められる視認検査。

•1966年　Common Wealth Games（ジャマイカ）：女性の産婦人科医
による性器の診察（直接検診）。女性選手から多くの非難、抗議があ 
り、IOC医事委員会は性染色質検査を採用。

•1968年　オリンピック（グルノーブル冬季五輪　メキシコ・シティ五
輪）では初めての検査。

•1986年　X染色質検査に対する問題点指摘。
例　アンドロゲン不応症（アンドロゲン受容体の異常を原因とする性
分化疾患。アンドロゲン受容体の遺伝子は、X染色体に存在している。
46XYであり、アンドロゲン濃度が高くても、受容体が全くあるいは
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部分的に反応せず、様々なアンドロゲンによる効果が表出されない等。
スポーツにおける性別疑惑で、その後最大の問題となる。）

•1990年　IAAF（国際陸上競技連盟）：work shopにおいて性別確認検
査廃止。ドーピング検査時の観察で代用可能（採尿の際、同性検査員
が立ち会い、外性器を確認することができる）。

•1992年　アルベールビル冬季五輪：SRY検査に変更。SRYは、Y染色
体上の「男性決定因子」とされる部分。

•1996年　アトランタ五輪：口腔粘膜擦過PCR（Y染色体検出方法）を
実施、3387人中８人陽性（７人アンドロゲン不応症、１人５ DH欠損：
男性ホルモン代謝異常）。全員が女子競技への参加を許された。

•1999年　IOC決定：一律の性別確認検査廃止、ただし疑問を持たれ
た選手に対しては競技団体の要求により組織委員会が検査を行う権
利を保持。そのため、後述のサンティ・ソウンダラジャン（Santhi 
Soundarajan）やキャスター・セメンヤ（Caster Semenya）の事例が
浮上する。

•2000年　シドニー五輪：一律性別確認検査廃止。以後の五輪では検査
なし。

•2006年　ドーハアジア大会：女子800ｍ銀のインド選手、ソウンダラ
ジャンがメダル剥奪。

•2009年　ベルリン世界陸上：「セメンヤ問題」大会前に本人への告知
なしに性別確認検査を実施していた南アフリカ陸連が処分されて収
束。これを機にIAAFで「性別問題」が重点議題の一つになった。

　以上のように、外性器形態視認に始まった性別確認検査は、医学面、倫
理面等多くの問題を抱きながら、内性器診察を含む直接検診、種々の性染
色質検査を経て半世紀続き、廃止の方向へ動き始めました。性別というも
のは、性染色体がXXなら女性、XYなら男性というように単純に二分割で
きないことが明らかになりました。
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（4）性別確認検査の問題点
　続けて、難波氏の指摘を紹介します。まず、性分化障害の場合は、性別
がはっきりしていません。特にアンドロゲン不応症のように、性染色体は
XYであっても、アンドロゲンに対して適応しない、アンドロゲンの作用
を抹殺する人もいます。性染色体と外性器の形態が異なる人、あるいは男
女両性の特徴を有する性器を持つ人、性染色体がモザイク状の人もいま 
す。繰り返しになりますが、性染色体による性別確認検査には限界がある
のです。それで現在は、アンドロゲンが効いているかどうかという議論に
収斂しつつあります。
　高アンドロゲン血症の性分化障害の人、つまり性が未分化の状態の人の
割合は、５万人に１人と稀ですが、世界大会のような場になると、これら
の人々がたくさん集まる可能性があり、今後も性別問題は必ず起こると言
われています。しかし、性別確認検査は、本人の尊厳、プライバシーや羞
恥心に関する極めて倫理的な問題であるわけです。
　では、なぜ性別確認検査を行うのでしょう。その目的は、女性競技に参
加することがフェアなのかどうかを見極めることであり、社会での性別を
決定するものでないということです。したがって、仮に女性競技への参加
が認められなかったとしても、その選手が社会的、心理的に女性として生
きることを望むならば、決してそれを否定するものではないという立場で
す。
　しかし、テレビ番組においても、国際的スポーツイベントはキラーコン
テンツです。視聴率のトップには、スポーツ番組が並んでいます。見るス
ポーツが、これだけ人々の生活に深く関わっている中で、果たして今述べ
たようなことが受け入れられるのか、大いに問題があります。

３．性別変更後の大会参加承認

（1）社会的背景
　性別確認検査が廃止の方向に動き始めているなか、2003年、IOCは性別
を変更した選手が大会に出場できるための参加基準を設けました。
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　社会的背景としてあげられるのは、ヨーロッパでは「ヨーロッパ人権 
条約」の下、早くから性転換を合法化している国があったことです。ス
ウェーデン（1972）、ドイツ（1980）、イタリア（1982）、オランダ（1985）、
トルコ（1988）です。法律を制定していなくても、行政的方法に委ねたり、
司法裁判所の決定にて解決している国々があります。つまり、個人の性自
認を尊重し、自分の性をどう思うかが性別認識を決定することを認めると
いうことです11）。ちなみに、日本では、2003年に「性同一性障害の性別の
取扱いの特例に関する法律」が施行され、一定の条件の下、性別変更が合
法化されました。

（2）重要な事例
　Wamsley 12）の文献および、性別変更をした本人のサイトにそって事例
を紹介します。

•Renee Richard：1975年に、性再適合手術（sex-reassignment surgery） 
をしたMtF（male to female）13）のテニス選手。全米オープン（US 
Tennis Association）に出場し好成績を残している。

•Danielle Swope：手術をしたインターセックスの選手。議論はあった
が最終的に女性として全米女子ゴルフ協会のトーナメントに参加。

•Mianne Bagger：女子プロゴルフ協会（LPGA）でプレーをするため
に最初に性別変更をした選手。

•Michelle Dumaresq：性別変更（MtF）をしたカナダのマウンテンバ
イク選手。多数の選手が、彼女の競技出場に反対した。

•Kristen Worley：性別変更（MtF）をしたカナダの自転車競技者。

　Mianne Bagger 14）、Michelle Dumaresq 15）、Kristen Worley 16） は、 そ
れぞれ個人のサイトを持っています。Kristen Worleyは、自転車、ウォー
タースキーの世界的な選手で、彼女のサイトは特に充実しています。トッ
プページのタイトルは、“Gender, Inclusion, Community, Health, Sport & 
Empowerment”で、自身のことだけでなく、性別変更を求める選手、イ
ンターセックスの選手等に関する記事、講演内容、レポートも掲載されて
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います。
　上記にあげた人たちのムーブメントが、IOCの性別変更後の大会参加基
準作成を加速したことは言うまでもありません。

（3）性別変更後の大会参加承認の条件
　2003年にだされたIOC声明17）の概要を示します。なお、この参加条件は、
2004年アテネ五輪から適用されました。

•思春期以前に性再適合（sex reassignment）処置（undergoing）を
受けた者。

•思春期以降に性再適合処置を受けた者は以下の条件を満たす。
外性器転換および性腺摘出を含めた外科的解剖的施術が完全である。
法的に承認を得ている。
競技に有利にならないよう適切なホルモン治療がなされている。

•術後２年以上が経過している者。
•内密裡にケースバイケースで評価する。
•疑問が生じた場合は、関係する競技団体の代表医事が性の決定に必要

な測定を実施する権威を有する。

　IAAFも、2011年５月１日より適用される修正規則を発表しましたが、
その中に女性競技者への性再適合処置に関する規則18）も含まれています。
　参加資格において、主に次の項目について検討するよう記載されていま
す。

•選手の年齢。
•処置をしたのは思春期の前なのか、後なのか。
•選手が受けた性再適合処置の性質。
•性再適合処置を終えてからの期間。
•選手のアンドロゲンレベル。
•性再適合処置を完了してからの処置とモニタリングの性質と期間、結

果。
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　2003年のIOC声明に比較し、具体的な処置内容については言及していま
せんし、終えてからの期間を２年間というような数値も挙げていません。

（4）IOC声明の問題点
　GriffinおよびCarroll著“Equal Opportunity for Transgender Student 
Athletes”19）にそって説明します。この著は、高校生、大学生のトランス
ジェンダーアスリートを対象に公平な機会を提供するために書かれたもの
で、アメリカのWSF（Women’s Sports Foundation：女性スポーツ財団）
が出している一番新しいリポートです。
　まず、トランスアスリートの多くは性器再構築手術（genital reconstructive 
surgery 20））を望んでいないということです。実際に性器を再構築しても、
運動能力とまったく関係ありません。また、IOCの声明には、性器再構築
手術に関する十分な根拠に基づく医療的基準やポリシーが備わっていない
ことも挙げています。さらに、トランスジェンダーアスリートのプライバ
シーや尊厳を守る十分な手当が施されていないとも指摘しています。
　もう一つは、Wamsley 21）が挙げる問題点です。IOCの声明は、従来の
性別確認検査と同様の意図や目的を持っていると言っています。つまり、
性別変更を許可したといっても、結果的には性別を二分割することを前提
に、不適格な女性選手を締め出すことを意図しています。身体の性と性自
認を一致させるという意味で、個人の性自認決定の自由をも奪っています。
　声明は、主にMtFに向けたものであり、男性アスリートが優位であると
いう非常に古い規律が潜んでいるのです。また、IOCは法的に承認を得る
ことを条件にいれていますが、性別変更を法的に許していない国もありま
す。そして、性別変更を望んでいる選手にとって、実際に重要なのは、性
別変更期間の経済的あるいは法的、政治的、医学的支援なのだと訴えてい
ます。
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４．高アンドロゲン女性競技者への対応

（1）重要な事例
　先述のサンティ・ソウンダラジャンとキャスター・セメンヤです。ソウ
ンダラジャンは2006年アジア大会女子800ｍ銀メダリストでしたが、性別
確認検査において失格し、銀メダルを剥奪されます。性染色体はXYで、
高アンドロゲン不応症の女性だということです。Worleyのサイト22）によ
ると、女性ではないと公言され、メディアでは詐欺師や化け物のように書
きたてられ、インド政府の後ろ盾もないなか、自殺を企て、その後、れん
が造りの窯で働いています。女性として失格だと判定されたソウンダラ
ジャンですが、その賃金は、男性としてではなくて女性としてのものだと
いうことです。2012年の記事23）によると、インドのスポーツ大臣がソウ
ンダラジャンの名誉回復のために行動を起こすことや、ソウンダラジャン
がコーチとして再出発するという明るいニュースも掲載されています。
　もう一つは、スポーツ界では非常に有名になった話題、セメンヤの事
例です24）。セメンヤは、2009年８月、世界陸上女子800ｍにおいて１分55
秒45で優勝しました。女子の世界記録は１分53秒28ですが、急激な記録
の短縮、筋肉質な体形、顔立ちや低い声等から性別疑惑が浮上しました。
IAAFは、セメンヤに競技会への参加自粛を要請して、その間に性別確認
検査をしたと推測されています。オーストラリアのメディアは、セメンヤ
には体内に精巣があり、一般女性の３倍のテストステロンを分泌している
という情報をすっぱ抜いたりもしました25）。IAAFは、これに関して一切
公表していませんが、彼女の人権は蹂躙されたわけです。セメンヤ側は、
代理人の弁護士をたて、IAAFと交渉、協議し、2010年７月６日に競技復
帰が通達されます26）。
　セメンヤは、ロンドン五輪では南アフリカの旗手を務め、800ｍは２位
でした。継続してトレーニングを積んでいたら彼女なりに自分の最高記録
を出せたかもしれません。
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（2）高アンドロゲン女性競技者の競技参加資格
　IOCはIAAFとこの問題に関して協議し、2011年４月５日、IOCは新ルー
ルの原則27）をプレスリリースし、続いて５月１日、IAAFも資格基準28）

を発表します。以下は、難波氏29）によるIAAFの高アンドロゲン女性競技
者の競技参加資格に関する規則の概要です。

•男女の競技能力の差は、男性ホルモンの違いに由来するので、陸上競
技は今後とも男子競技と女子競技に分けて行われる。

•法によって女性として認められている高アンドロゲン女性は、血清ア
ンドロゲン濃度が男性のレベルよりも低いか、もしくは血清アンドロ
ゲン濃度が男性と同等であっても、アンドロゲン抵抗性で高アンドロ
ゲンによる競技能力の優位性がなければ、女子競技に参加できる。

•IAAFはすでにExpert Medical Panelを任命しており、疑義があった
競技者について検討し、参加資格についての意見をもらうこととして
いる。

•３段階の検査プロセスを設定し、すべてのデータがExpert Medical 
Panelに届けられる。IAAFが認定した６つの専門機関での検査も含
まれる。

•すべてのプロセスは秘密裡に行われ、Expert Medical Panelに対して
も競技者は匿名とする。

•規則に適合しない、もしくは資格認定プロセスを拒否する女性競技者
は女子競技に参加できない。

　IAAFやIOCは、性染色体による性別確認に失敗したので、次に新たな
基準を見いだしました。性別変更後の大会参加承認の規則を発表したこと
で、男性から女性、女性から男性と、きちっと性別変更をするのは許容さ
れることになりました。この点は評価でき、ある意味では福音でもあるわ
けですが、やはり、男子競技と女子競技は続けてずっと分けてするのだと
いう考えです。では、それは何によって峻別するかというと、男性ホルモ
ン、アンドロゲンの量によってしようということになります。
　さらに説明的な注釈として、IAAFの役割は、何よりもフェアネスと高
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潔（integrity）さを保証することと記述されています。フェアネスとは、
女性競技への参加は、完全なる女性のみに与えられる公平性を担保すると
いう意味です。高潔は、高尚で潔白なこと、誠実であるという意味で、そ
れらを保証するということになります。
　それに、今回新たに加わったのが健康の観点です。女性に高レベルのア
ンドロゲンが存在することを決定するのは重要との科学的コンセンサスが
あるという見解です。
　2011年５月１日、新規則導入をもって既存の性別確認検査は放棄されま
した。そのかわり、本規則が国際試合に出場する全ての女性に適用される
ことになりました。

（3）高アンドロゲン女性競技者の競技参加資格に関する規則の問題点
　法学者30）の立場からの高アンドロゲン女性競技者規則の問題点を紹介
します。

•アンドロゲンは男女ともに分泌され、レベルの高低は男女ともある。
高レベルの男性競技者は排除されず、高レベルの女性競技者のみ排除
される。このように、性によって扱いが異なる規則は性差別であり、
非差別法に違反する可能性が高い。

•生まれつき高アンドロゲンが、競技に関してアンフェアで有利であり、
健康にリスクがあれば、男性競技者にも規則が課せられるべき。

•性別によって異なる扱いを受け入れても、内分泌上生まれつきの高ア
ンドロゲン女性を不完全な女性にする規則は差別的である。

•平均的男性のアンドロゲンレベルで女性の適格性を決めているのは、
医学的真実によるのではなく、ステレオタイプによるものであり、差
別である。

•高アンドロゲン女性競技者規則は性別確認検査を女性に対して行う新
たな試みである。

•プライバシーや尊厳を守る十分な保護や保証がない。

　「what is female ‒ and what is not female enough」を、アンドロゲン
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の量によって再定義しようとしているということです。
　以上は、IAAFの規則に関するものですが、IOC（2012）もまた、高ア
ンドロゲン女性競技者に対する規則31）を、ロンドン五輪の前に出してい
ます。

５．スポーツ・パフォーマンスの性差を吟味する時の留意点

　最後に、これまで話してきたような曖昧な性別を仮に受け入れたとして、
スポーツ・パフォーマンスの性差を吟味するときの留意点を２つ挙げます。
１つは、元来、スポーツは男性が好成績を得るような体力要素によって構
成されているということです。スポーツを体力テストに置き換えて考える
と、テストの内容は、男性にとって有利な能力が発揮できるように組まれ
ている、つまり体力テスト自体にジェンダーバイアスがあるということで
す32）。体格や筋力やパワーが優れている者が優位に立つというのがスポー
ツであって、そもそもスポーツとはそういう文化なのです。
　このような考え方を理解するにはホール・Aの関係論的分析「スポー
ツというものが社会の中で力を持った集団の利益と必要に奉仕するため
に、歴史的に生み出されて、社会的に構築されて、文化的に規定されてい 
る」33）が役に立ちます。言い換えれば、ジェンダーには自然な差異があり、
女性は劣っているのだというイデオロギーを構築するための装置、制度と
して、近代スポーツは男性たちにより形作られてきたとする考え方です。
自然なジェンダー差異を印象付ける例としては、女子ボクシングがロンド
ン五輪でやっと公式種目になったこと、一方、オリンピックでは新体操
とシンクロナイズドスイミングは女子にはありますが、男子には無いこと
が挙げられます。また、男女の優劣を印象付ける例としては、テニスのシ
ングルスでは男子５セットマッチ、女子３セットマッチと差をつけている 
等、数え上げたらきりがありません。
　次は、評価の問題です。競技性がスポーツの特徴ですから最速値、最高
値、最強値が注目され、これらを性別に比較したりします。あるいは、男
女の成績を平均値で比較をするということをします。そうすると、性差が
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クローズアップされます。つまり、最大値は常に男性の値であり、平均値
においても常に男性が勝っています。
　図１～図３は、本学で今年度（2012年度）実施した実習クラスの握力、
最大酸素摂取量、身長の分布を性別に示したものです。男女共習のクラス
です。女子学生が25名、男子学生が13名と人数が違うので、分布は％にし
ています。
　まず握力（図１）では、最大値グループには男子学生が、最小値グルー
プには女子学生が分布しており、男子の平均値が44㎏、女子の平均値が28
㎏です。平均値の性差は16㎏ですが、個人差を性別に見ると男子では20.7
㎏、女子では15.3㎏でした。男子では性差よりも個人差の方が大きいとい
う結果です。

図１　性別による握力の分布

　次は、最大酸素摂取量（図２）です。これは、全身持久力の指標となる
もので、自転車エルゴメーターによって測定した推定値です。１分あたり、
体重１㎏あたりの最大酸素摂取量を示しています。最大値グループの分布
は男子の方が多いですが、女子も分布しています。最小値グループに分布
しているのは女子で、平均値においても男子の方が勝れています。しかし、
体重１㎏あたりということで、体格が考慮されているので、男女の成績は
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接近しています。もちろん平均値における性差よりも個人差の方が大きく
なっています。

図２　性別による最大酸素摂取量の分布

　最後は身長（図３）です。分布は％になっていますが、186㎝以上の男
子学生が２名いました。でも151㎝から155㎝の男子学生もいるのです。も
ちろん、性差よりも個人差のほうが大きくなっています。

図３　性別による身長の分布
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　しかし、体力テストの評価は性別であって、体格差等の個人差を考慮し
ていません。握力の評価10点は、男子62㎏以上、女子39㎏以上です。155
㎝の男子学生であっても、170㎝の女子学生より23㎏も大きな筋力を発揮
しなければ10点を得ることが出来ないのです。このような評価の基準、数
値が、より鮮明にスポーツにおける男性の優位性を作り出していることを
認識するべきです。
　本講演は、身体能力、とくにスポーツ・パフォーマンスにおける性差再
考のテーマのもと、競技スポーツにおいて実施されてきた性の峻別、およ
びその方法の変遷と問題点について述べてきました。
　現実の多様で連続した性を無視し、男女どちらかのカテゴリーに分割す
ることは、医学的にも解剖学的にも不可能であるにも拘わらず、長年行わ
れてきたことによって、そしてこれからも行われることによって、スポー
ツは男と女という２つの性を表す強力なモデルとして、性別二元制を固守
する装置、制度、文化としての役割を果たしてきたのです。
　加えて、スポーツに内在するジェンダーバイアスや評価の仕方を考え合
わせると、身体能力の性差は、歴史的社会的文化的に構築されたものだと
言えるかもしれません。

　本講演は、平成22年度～24年度科学研究費補助金課題：「性的マイノリ
ティのスポーツ権保障のためのガイドライン策定に関する総合的検討」（課
題番号：22500558、研究代表者：飯田貴子）において検討した内容に多く
を負っている34）。
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